
第２期 静岡県アルコール健康障害対策推進計画の策定について

１ 概 要

平成30年３月に策定した「静岡県アルコール健康障害対策推進計画」は本年度末に計画

期間終了を迎えることから、今年度中に第２期計画を策定する。

(1) 現行計画の基本的考え方

(2) 数値目標の進捗状況

【基本理念】

●アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた予防対策を実施するととも

に、当事者やその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むための支援を行う。

●アルコール健康障害対策を実施するに当たって、アルコール健康障害が飲酒運転、暴

力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、これらの問題に関する施策との有

機的な連携が図られるよう、必要な配慮を行う。

【施策体系】

《重点目標①》 《重点目標②》

学齢期の段階から飲酒に伴うリスクに関

する知識の普及を徹底し、将来にわたるア

ルコール健康障害の発生を予防

アルコール健康障害に関する予防及び相談

から治療、回復支援に至る切れ目のない支

援体制の整備

《達成目標①》 《達成目標②》

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒し

ている者の割合を男性:10%・女性6.4％

まで減少させること

②未成年者の飲酒をなくすこと

③妊娠中の飲酒をなくすこと

①地域における相談拠点の明確化

②アルコール依存症の治療等の拠点となる

専門医療機関の整備

【施策の方向性】

発生予防
正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくり

メンタルヘルス対策の推進や関連諸施策との連携

進行予防 誰もが相談できる相談場所、必要な支援につなげる連携体制

再発予防 アルコール依存症者が円滑に回復・社会復帰するための社会づくり

基盤整備 アルコール健康障害対策に向けた体制の整備、人材の確保、調査研究



２ 次期計画策定の考え方

国の第２期基本計画(R3 年3月)、アルコール健康障害対策連絡協議会、依存症対策連

絡協議会での意見、数値目標の進捗状況及び県政世論調査等を踏まえ策定する。

国基本計画

【第２期変更

箇所抜粋】

・年齢、性別、体質等に応じた「飲酒ガイドライン」の作成

・酒類の容器へのアルコール量表示の検討

・地域の先進事例を含む「早期介入ガイドライン」の作成・周知

・「一般医療での早期発見・介入」、「専門医療機関での治療」から「自助グル

ープでの回復支援」に至る連携体制の推進 等

県アルコール健

康障害対策連

絡協議会

（意見抜粋）

・自助グループにつながらない者の再発率が高い

・病院(入院)から地域に戻ってからの支援の継続性が重要である

・家族など周囲の人も含めて"つながり”を持ち続けることが重要

・本当に困った後でないと相談につながらない(アルコール健康障害の普及

啓発は未だ十分とはいえない)

・依存の種別にかかわらず『コントロール障害』として子どもの頃から教育

することが重要

・異なる依存対象でも根底には「孤立・孤独」、「家庭不和」等の様々な背

景や課題があるのではないか（自殺対策とも密接な関連がある）

・依存に至る問題の背景を理解した上で支援に関わることが必要

県政世論調査

・「アルコール依存症が疑われる場合に相談場所として知っているもの」

多い順に「医療機関」、「分からない」、「公的機関」、「特にない」

→断酒会等の自助グループの活動が十分に認知されていない

・「アルコール依存症についてどのような方法で情報を得るか」

回答の多い順に、「インターネット（医療機関のＨＰ等）」、「専門機関への相

談」、「テレビ、ラジオ、新聞等のマスコミ」

→各種ＳＮＳやＨＰ等を活用した情報発信が必要



３ 次期計画の概要

４ 第２期計画における変更点（案）

(1) 施策体系

策定根拠
アルコール健康障害対策基本法（平成25 年法律第109号）第14条第１項の

規定による都道府県計画（努力義務）

計画期間 令和６年度（2024年度）から 11年度（2029年度）までの６年間

基本目標
アルコール健康障害の発生、進行及び再発の予防並びに当事者及びその家族
への支援の充実により、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現を目指
す（前期計画と同様）

施策の方向性 基本施策・取組

発生

予防

正しい知識の普及及

び不適切な飲酒を防

止する社会づくり

【普及啓発の更なる推進】

・国が作成する「飲酒ガイドライン」を踏まえた啓発

・アルコールに関する正しい知識の普及(コントロール障害)

メンタルヘルス対策

の推進や関連諸施策

との連携

【こころの健康づくりの推進】

・地域・学校・企業等職場におけるメンタルヘルス対策

・居場所づくり等の孤独・孤立対策等との連携

進行

予防

誰もが相談できる相

談場所、必要な支援

につなげる連携体制

【健康診断及び保健指導】

・「飲酒ガイドライン」、「早期介入ガイドライン」等を踏

まえたアルコール健康障害への早期介入の取組を促進

【クロスアディクションに関する理解促進】

再発

予防

円滑に回復・社会復

帰するための社会づ

くり

【民間団体の活動に対する支援】

・自助グループ(断酒会)が行う当事者・家族支援に対する

支援

基盤

整備

体制の整備、人材の

確保、調査研究

【人材の確保】

・教育現場での啓発に係る人材の養成



(2) 次期計画「基本的施策(詳細)」※主な変更点

５ 次期計画での指標・数値目標

６ 次期計画の策定スケジュール（案）

年 月 策 定 経 過 内 容

令和５年９月 第１回アルコール健康障害対策連絡協議会

計画案の審議令和５年10月 第１回依存症対策連絡協議会

令和５年11月 第１回精神保健福祉審議会

令和５年12月～ パブリックコメント

令和６年２月 第２回アルコール健康障害対策連絡協議会 最終案の審議、決定

令和６年３月 計画の策定、公表


